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      支部活動費補助に関する規定             30,５  
                                                                
■（補助金の基準と額）  
第１条  活動費補助の基準は下記に対する補助とする。  
       ＜A＞事務費（総会事務経費）、  
            ＜B＞運営費（参加者補助）、  
             ＜C＞通信費（案内状郵送費）、  
             ＜D＞支部主催の特色ある事業及び支部の再構築、新設  
 
２）第１条に対する補助額は別紙の通りとする。 但し、新設、再構築の場合の通信費を業者
（サラト）に委託する場合は､その経費の全額を本部が賄うこととする。  
 
    「再構築」とは、支部は存在するが１５年以上の支部活動がない支部の支援  
    「新  設」とは、支部がなく、全く新たに立ち上げる支部の支援  
 
３ ) 特色ある事業に対する補助について  
      ○支部単独事業としては資金的に難しい場合、本部で補助をする。   
      ○支援金給付の条件  
        ・会員等の資質向上のための「研修、講習、講演会」等  
        ・「会場費＋講師料」は上限１０万円。講演時間は下限６０分。                  
           参加者数の下限は設定せず。  
      ○事業計画のある場合は、本部へ連絡し相談の上「事業計画書」（別紙）及び       
         「開催要項」を本部に提出する。                                   
 
■（申請）  
第２条  活動費補助の交付を受けようとする支部は、別に定める「交付申請書」を総会後  
    ２ヶ月以内に会長に提出しなければならない。  
■（交付の決定）  
第３条  前条の規定により交付申請書の提出があったときは、会長はその内容を審査し、補  
   助金の交付額を決定する。  
２ ) 会長は、前項の規定により補助金の額を決定したときは、速やかに当該支部等に通知し  
 なければならない。  
■（補助金の交付）  
第４条  補助金の交付は、支部が設ける銀行口座に振り込む。  
２ ) 交付を受けた支部は、本会に対し所定の領収書を発行しなければならない。  
３ ) 補助金の交付は、原則として年１回とする。ただし、会長が必要と認めたときは、この  
 限りではない。  
■（実績報告の提出）  
第５条  本規程第１条により交付を受けた支部は、別に定める実績報告書を１ヶ月以内に会  
 長に提出しなければならない。  
■（補助金の取消）  
第６条  会長は、補助金の交付を受けた支部等が前条に定める実績報告書を提出しないとき  
 は、この補助金の全部又は一部を取り消すことができる。  
■（改廃）  
第７条  本規程の改廃は、理事会において行う。  
 
 
 《支部活動助成費額》  
 

   案  内  数   Ａ  事務経費  Ｂ参加助成費   Ｃ  通信費  Ｄ新設再構築費  
 
 
 

 案内書作成  
 総会資料等  
 作成経費  

 
 参加者数  
     × 
   １０００  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
新設、再構築の場合の
通信費を業者（サラト
）に委託する場合は､
その経費の全額を本部
が賄うこととする。２
年目以降の通信費（賛
同者）は  
領収書額を助成する。  
 
 
 
 
 

 
 
 

  ０－４９   ５０００   ２００００  
５０－９９  １００００   ２５０００  
１００－１４９  １５０００   ３００００  
１５０－１９９  ２００００   ３５０００  
２００－２４９  ２５０００   ４００００  
２５０－２９９  ３００００   ４５０００  
３００－３４９  ３５０００   ５００００  
３５０－３９９  ４００００   
４００－４４９  ４５０００   
４５０－４９９  ５００００   
５００～    
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